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資料２

機関間連携に関するアンケートについて

１　趣旨

　第７回金融トラブル連絡調整協議会における情報・意見交換に資するため、同協議会の

開催に先立ち、委員に対して機関間連携のあり方に関してアンケートを実施したもの。

２　調査対象

　金融トラブル連絡調整協議会委員

３　調査期間

　平成１３年９月１１日～１８日

４　アンケート設問

問１　金融審議会ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループ報告では、

事案の受付や事実関係の調査等についての機関相互の連携・協力体制の整備を提

言していますが、今後、機関間連携として、どのような取組みを行うことが必要

とお考えですか。

問２　問１で回答された機関間連携に係る取組みのうち、特に優先すべきと考えられ

るものは、どの取組みですか。

問３　機関間連携の場として、金融トラブル連絡調整協議会は今後、どのような機能

を果たすことが可能と考えておられますか。また、どのような機能を果たすべき

とお考えですか。
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機関間連携に関するアンケート回答一覧

問１ 問２

（問）金融審議会ホールセール・リーテイルに関するワーキン

ググループ報告では、事案の受付や事実関係の調査等に

ついての機関相互の連携・協力体制の整備を提言してい

ますが、今後、機関間連携として、どのような取組みを

行うことが必要とお考えですか。

（問）問１で回答された機関間連携

に係る取組みのうち、特に優先

すべきと考えられるものは、ど

の取組みですか。

　当センター相談部において「金融関連相談」として頭に浮か

ぶものは、生保、損保、預貯金、証券、商品相場、融資サービ

スらである。

　これらのうち、生保協会、損保協会とは年に 1 度程度ではあ

るが、定期的に情報交換会を開催している。具体的案件の処理

に関しては、金融以外の苦情相談処理と同じく、個別事業者に

連絡すべき事案については連絡し、最終的に解決するか否かは

別にして、他の苦情相談と同様に実施している。特に問題はな

いと認識している。

　ただ、証券会社の場合、証取法の改正等の関係からか、個別

事業者の協力がいま一つとの印象を持つ。証券業協会は、「苦情

相談に関し、国民生活センター等と定期協議の場を設けるなど

の対応を図る」と理事会が決議したことを受け、当センターと

も情報交換を重ねていくことで合意した。個別事案の解決に関

し、最終的には金融庁の事故確認が必要であるとしても、その

前段階として各地の消費生活センターや当センターといった公

的苦情処理機関のあっせんに個別事業者が応じるよう指導願い

たい。（機関関連携とは離れるが、大蔵省の「証券会社の行為規

制等に関する命令」第６条（事故の確認が不要の場合）では、

証券業協会のあっせんによる和解が成立している場合　とあ

る。本項に消費生活センターや当センターのあっせんも明示さ

れたい）。

　また、移送（センターでは「他機関紹介」という）した場合、

受け付けた苦情に責任を持つ観点から，その結果を連絡しても

らいたい。

　民間型ＡＤＲとの連携を図る必要は現在のところ感じていな

い。

［島野委員（国民生活センター）］

１． 各業態はそれぞれの苦情・紛争処理規則をの見なおしを「モ

デル」にもとづきみなおしをはかり、その進捗状況などを

検討する。

２． 相談受付に関して、苦情の考え方を「モデル」に基づくよ

う徹底を図る。

３． 紛争処理機関が設置されていない業態にあっては、いわゆ

るＡＤＲとしての機関の設置について検討する。

４． 本来の目的である業界団体としての横断的なＡＤＲの設置

について、その実現に向けて模索する。

［玉本委員（日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会）］

１．問１の１

２．問１の４

［玉本委員（日本消費生活アドバイ

ザー・コンサルタント協会）］

　自主規制団体同士の、いわば横の連携については、とりたて

て必要性を感じません。卑近な例として、当金融先物取引協会

と全国貸金業協会連合会とでは、業者および顧客の規模・資質

　先物取引（実際には、商品先物取

引のトラブルが多いのですが）につ

いては、仕組み自体がきわめて複雑
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が全く異なり、トラブルの根拠自体に共通性を見い出し得ない

と思うからです。

　因みに、当協会の会員は、銀行、証券会社が大半を占めてお

りますが，これらの会員の本業の団体（銀行協会、証券業協会）

についても、トラブルの中身が万一、金融先物取引であるとな

れば、当協会に申し出るよう照会者にＳｕｇｇｅｓｔしている

はずです。

　むしろ、縦の連携と言いますか、自主規制団体と消費者団体

とは、折にふれ連絡を取り合う必要があると思われます。

　具体的には（金融先物取引については、協議会の初期の段階

で申したとおり、個人の参加がきわめて少ないとはいえ）自主

規制団体と消費者団体の双方の担当者リストを交換し合うなど

の初歩的なところから進めていくべきではないでしょうか。

［原田委員（金融先物取引業協会）］

であるため、具体的なトラブルの例

（どう考えても仕組みを理解する能

力があるとは思えない高齢者に強引

に勧誘した場合等）を、できる限り

Ｄｉｓｃｌｏｓｅして、今後の参考

にする必要があると思います。

　そうすることが事前にトラブルを

防止することにつながると思いま

す。

［原田委員（金融先物取引業協会）］

　信託協会の加盟銀行では、信託、銀行業務のほかに投信の窓

口販売等の新たな分野の商品の取扱を行うようになってきてお

り、今後、関係する団体と円滑な取次ぎができるよう連携を密

にしていきたい。

［宮山委員（信託協会）］

　協議会に参加している全機関間ではなく、個別機関と業務上

関連の深い機関間での定期的情報交換会や新商品、新制度に関

する勉強会について、今後取組んでいく必要があると考えます。

［久保田委員（生命保険協会）］

複数の機関に関係するような商品の

販売等に関連して、トラブル事例や

その際の対応方法等についての勉強

会を優先すべきと考えます。

［久保田委員（生命保険協会）］

　金融トラブル連絡調整協議会の苦情・紛争処理のモデルに関

するＷＧで作られるモデルをベースに、各機関で規則等をそれ

に沿った形に可能な限り整え、各機関における個別事案処理の

充実化を図り、その上で、ホールセール・リーテイルに関する

ＷＧ報告において指摘されている「寄せられた事案が受付けた

機関に馴染まない場合等に適切な機関を紹介したり、事実関係

の調査等につき複数機関が協力」し、それらを通じてＡＤＲ相

互のチェック機能までをも働かせることを目指すべきであると

考える。

［矢野委員（全国貸金業協会連合会）］

問１の回答で挙げたことが理想的か

つ優先されるべきであると考えられ

るが、現実問題として、業界ごとの

特質もあることから落ち着くまでに

紆余曲折があり、時間を必要とする

ことが想定される。

　一方、苦情・紛争は、現在、リア

ルタイムで起こっている現象であ

る。

　これらのことから、個別事案処理

の充実化と並行して、「寄せられた

事案が受付けた機関に馴染まない場

合等に適切な機関を紹介」するシス

テムの構築、若しくはシステマティ

ックなものまでいかないとすれば、

ＡＤＲ間における業界ごとのＡＤＲ

の周知、協力のルール作りを早急に

行うべきではないか。

　当業界の苦情・相談事例、特に多

重債務問題を見ると、ご存知のよう

に当業界の相談はアンカー的と表現

され，各ＡＤＲを歴訪し、最後の段

階になって貸金業協会を訪問すると

いう相談者のケースも多く、一業界

だけの対応では十分ではない。
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　また、当業界の紛争は、イコール

債務整理というケースが多く、それ

を積極的に解決するということにな

ると弁護士法に抵触するという問題

も内包している。

［矢野委員（全国貸金業協会連合

会）］

・ 当協会では、「苦情の受付と解決促進に関する規則」上に規定

を定めて、弁護士会の「仲裁センター」の利用、信託協会、

生保協会、損保協会の各相談所等への取り次ぎ、証券業協会

のあっせん制度への取り次ぎという形で、連携・協力体制を

整備している。

・ また、設問への回答には直接ならないが、上記以外に預貯金

取扱金融機関の金融団体の　相談所等との意見交換・情報交

換会合を定期的に開催している。

　今後、この会合の活用等も検討していきたいと考えている。

・ さらに、消費者団体、消費者行政機関との意見交換・情報交

換等を通じて、広く機関相互の連携・協力体制を整えること

ができればよいと考えている。

［加藤委員（全国銀行協会）］

①当協会の現状をみると、抵当証券は大部分が母体会社の銀行

および提携証券会社で販売されているため、相談・苦情につ

いてはまずその窓口で処理されている。これらの窓口やそれ

ぞれの業界の苦情相談セクションで対応が困難となった場合

には当協会で対処することになっているが、これまでのとこ

ろこのルールで当協会が対応した事例はない。一方、投資家

からの相談等は投資家の近くの消費生活センターを介して当

協会に行われることがある。

　このような状況を踏まえ、今後、投資家の相談等に対して

より適切に対処していくためには、相談窓口となっている銀

行・証券会社と従来同様に緊密な連携をとるとともに、全国

の消費生活センターとの連絡を緊密に図っていくことが必要

であると考えている。

②当協会では苦情・紛争等に至ったケースはないが、今後その

ような事態が生じるおそれがでてきた場合には、外部機関、

例えば弁護士会などとの連携についても具体的に検討してい

く必要があると考えている。

［安藝委員（抵当証券業協会）］

投資家保護をきめ細かくかつ適切に

図っていく観点から、抵当証券の販

売窓口にあたる銀行・証券会社のほ

か、消費生活センターとは今後一層

連携を密にしていきたい。

［安藝委員（抵当証券業協会）］

　事案が複数の機関に亘る場合、機関相互間の情報連絡を密に

し、協力していくことは苦情や紛争の早期解決のために必要な

ことと考えます。

　投信協会は日本証券業協会（以下「日証協」）の業務とも密接

に関連しており、現状においても窓口の受付の内容によってそ

の場で相手方を紹介する等両協会の情報交換は密接に行われて

おります。

　このように、業務内容が近似している機関間では情報の交換

等も容易ではないかと考えます。

［川口委員（投資信託協会）］

上記１での回答の通り今後も日証協

と密接な連携のもと、苦情の解決に

あたって行きたいと考えます。

［川口委員（投資信託協会）］
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　消費者（投資者）から直接相談を受けている機関等と連携を

図り、証券界にある苦情相談機能、とりわけ法定されている「あ

っせん制度」を利用して投資者とのトラブルの解決に努めてい

きたい。同時に、同制度等の周知徹底に努めていきたい。

［井原委員（日本証券業協会）］

　消費者（投資者）から広く利用さ

れている国民生活センターあるいは

全国各地の消費生活センター等と連

携を図り、投資者とのトラブルの解

決に努力したい。国民生活センター

とは定期的な協議の場を設けてい

る。

［井原委員（日本証券業協会）］

・各機関の連絡先、担当等の一覧表作成

　一般の方からの苦情・相談の中には、相手を間違えてくる

ものがあるため、一覧表があれば適切な機関を即時に案内で

きる。

［高谷委員（日本証券投資顧問業協会）］

　弊協会は商品ファンドに関する自主規制団体として平成９年

に設立されました。苦情処理体制につきましては、自主規制規

則内に苦情処理規則の項目を設け、一般投資家からの苦情、相

談に対応できる体制を敷いております。

　弊協会の発足以来、深刻な苦情は一件も発生しておりません

が、本年７月に東京葛飾の消費生活センターの職員の方より「勉

強の為に苦情処理体制を含め協会で発行している商品ファンド

に関する資料一式を頂きたい。」との要請があり、当該資料を一

式送付致しました。

　今後もこうした形での消費者団体からの要望に対しては前向

きに協力していく所存でおります。

［藤原委員（日本商品投資販売業協会）］

　問１で回答したような形で、今後

とも消費者団体側から要望があれば

出来るだけ前向きに協力していく所

存でおります。

但し弊協会は総勢僅か５名という事

もあり、マンパワー面で協力出来る

範囲に限界があります点もご理解頂

きたく存じます。

尚、他の業界団体との連携の点につ

きましては、

（１）適用される法律を含め、取扱

われている個々の金融商品の内容、

性格がそれぞれ違っている。

（２）各業界団体で扱っている苦情、

相談の件数、金額面での規模及び苦

情処理業務に携わっている人員の規

模等に大きな相違がある。

の二点により、同じ土俵の上で検討

を行なっていく事は、実際には無理

ではないかと考えます。

［藤原委員（日本商品投資販売業協

会）］

　相互乗入れを行っている分野の苦情・紛争については、当該

分野の所管団体との情報交換等連携を密にしていくことが必

要。森委員（日本損害保険協会）

　上記問１と同じ

［森委員（日本損害保険協会）］

・ＡＤＲ機関間連絡網の整備

・ＡＤＲ機関の定期的な情報連絡会の開催

［大根田委員（農林中央金庫）］

１． 情報交換会を定期的に開催する。

① 行政型ＡＤＲ機関と業界団体

② 業界団体相互間

２． 業界団体から行政型ＡＤＲへの商品説明会を開催する。

［永澤委員（前払式証票発行協会）］

問１の１の①

［永澤委員（前払式証票発行協会）］
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１．相互理解の必要性

　連携・協力の前に各機関が苦情・紛争処理に関する基本的事

項について相互に理解する必要があると思います。以下の情報

等の一覧、共有化を行ってはどうか。

①対応範囲：（苦情・紛争処理対応可能な）商品の種類。

　苦情処理のみか、紛争処理にも対応するのか。

②窓　　口：機関及び会員の窓口所在地、電話、対応可能日・

時間、担当者名等

２．（対応範囲外の苦情・紛争に対する）他機関への受付、移送

ルールの設定

・受付調書の統一（ヒアリング項目の統一他）

・当該書面の移送のルール化

　まずは商品元会員社に移送するのか、業界機関に移送する

のか。

　移送手段をどうするか（口頭・書面、電話・ＦＡＸ・Ｅメ

ール・郵送）。

・国民生活センターや消費生活センターなどの行政型ＡＤＲ機

関と業界団体のＡＤＲ機関との連携も含む。

３．広報活動の実施

　苦情・紛争処理機関の存在・機能、処理ルールを他の苦情処

理機関及び当該会員はもとより投資家に周知・徹底する広報活

動が、苦情・紛争処理の実効には欠かせないと考えます。

・当該金融商品の投資家に対する相談窓口の存在の告知

→商品販売元相談窓口の告知：商品パンフレットへの記載、ホ

ームページへの掲載、販売窓口

での掲示など。

→苦情・紛争処理機関の告知：統一紹介文書、ホームページ等

の作成（金融トラブル連絡調整

協議会で検討）

［石橋委員（不動産シンジケーション協議会）］

特に優先すべきものとして、上記三

点を提起しております。

［石橋委員（不動産シンジケーショ

ン協議会）］

１．現在この協議会に参加している人はＡＤＲ機関の設営者と

利用者代表者が中心になっていますが、手続主宰者間の交流

が必要ではないかと考えています。

　そこでは弁護士法７２条の和解あっせん業務、仲裁業務の

規制緩和も議論の対象になるべきと考えています。

２．他業界になりますが、公害紛争審査会では事務局職員が相

手方当事者を話合いのテーブルにつかせるために大変な努力

をしているということを聞きました。事務方の経験交流が必

要でしょう。

３．ホームページのリンク

［大川委員（総合法律事務所あおぞら）］

手続主宰者の経験交流

［大川委員（総合法律事務所あおぞ

ら）］

①　ＡＤＲ実務ネットワーク会議（仮称※）の設置

・ 実務担当者中心に具体的な事案研究会を定期的に開催し、ト

ラブルの再発防止につとめる。

・業界関係者だけでなく行政型ＡＤＲや消費者団体、有識者な

どの参加も求める。

・ 「ＡＤＲネットワーク通信」のような定期刊行物を発行し、

ＡＤＲ担当者のみならず、業界団体、会員会社の法務部・顧

優先順位は、問１の①、②、③の順。

［高橋委員（生活経済ジャーナリス

ト）］
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客担当部署、消費者行政部門等にも業界全体のＡＤＲの動き

を知らせ、情報共有の広がりをはかる。

※ 協議会本体がこの役割を果たす場合は、「責任者（現行の委

員）＋実務担当者」の参加となり、相当な人数になることが

予想されるので、別個の会議とする。年に２～４回程度の開

催が適当か。

②　他省庁（厚生労働、農林等）所管の金融機関やＡＤＲ未設

置の業界等の取り込み

・金融庁所管の業界横断的であると同時に、他省庁をもまきこ

んだ横断的機関間連携をはかることで、消費者保護をはかる

必要がある。現在もすでに複数の機関等からの委員参加があ

るが、たとえば全国展開している各種生活協同組合の連合会

等の機関の苦情・紛争処理窓口への参加も求めたい。

・当協議会所属ＡＤＲであることが信頼性の証になるように、

ＡＤＲに認証の付与等を行う。

　（苦情・紛争処理規則など、ＡＤＲとして具備すべき基準を

充たしていることが要件）。

　そうした工夫により、ＡＤＲ未設置の業界や協議会不参加の

業界をできるだけなくす。

③　事案移送ネットワークの構築ならびに統一機関設置に向け

た協議

・ 持ちこまれた案件が機関の取扱範囲外である場合の他機関紹

介・移送ルールを協議会として定める。

・ 金融商品および販売チャネルの多様化、金融コングロマリッ

ト化の進展の状況によっては、機関間連携でなく、統一的、

横断的な機関を設置したほうがコスト面等で効率的となるこ

とも考えられる。

海外の事例等も参考にしつつ、時代に即した金融ＡＤＲのあ

り方を協議する。

［高橋委員（生活経済ジャーナリスト）］
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問３

（問）機関間連携の場として、金融トラブル連絡調整協議会は今後、どのような機能を果たすことが

可能と考えておられますか。また、どのような機能を果たすべきとお考えですか。

果たすことが可能な機能として

１．企業も消費者も自己責任が求められるなかで、業態の苦情・紛争処理機関に寄せられた苦情・紛

争の発生の原因、問題点などをさぐり、トラブルを未然に防止するための啓発を行なう。

２．業界団体でも苦情相談担当者の研修等を行なっていると思うが、行政の相談担当者は苦情案件に

ついてさまざまな角度からの事例研究などを行なっている。異なる業態からの意見、見解も貴重と

思われるので、トラブル研究の場としてはどうか。

３．それぞれの業態が「モデル」に添った規則に向けての進捗状況の確認

　果たすべき機能として

１．業界団体として、消費者が安心して相談できる機関であることに向けて、金融審議会答申の中に

もある横断的苦情・紛争処理機関の設置に努力をすべきと思う。

［玉本委員（日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会）］

　最近のトラブルの中で多くなっているものに、為替証拠金取引（名称は、業者によって微妙に変え

ていると思います。）があり、セールスしているのは、ほぼ全社、商品先物取引業者であり、（当協会

の関連取引と誤解して多くの照会を受けます。）金融トラブルの代表的なものの一つになりつつあり

ます。

　この為替証拠金取引を含め、いわゆる相対取引（ＯＴＣ取引）については、文字どおり当事者間の

問題となり、いずれの自主規制団体も介在しない取引（他にはスワップ、オプションなどが挙げられ

ます。）であるため、これらの取引に関するトラブルについて、たとえば金融庁の中に相談室を設け

るといった発想も必要ではないかと思います。

［原田委員（金融先物取引業協会）］

　協議会は、今後、各個別機関に関する情報提供の場とすべきと考えます。

［久保田委員（生命保険協会）］

　ホールセール・リーテイルに関するＷＧ報告における金融トラブル連絡調整協議会設置の趣旨や同

協議会における審議内容に鑑みると、報告書等をまとめる等して、短期間で終了するという性格のも

のではないと思われ、同報告の末尾にも「こうした施策の実現に当たっては、既存の裁判外紛争処理

機関の自主的努力だけではなく、国や地方自治体の様々な面でのサポートが不可欠と考えられる。こ

うした観点からは、新設の協議会の運営も含め、行政の積極的なリーダーシップが期待される。」と

あり、このことは業界型ＡＤＲと行政型ＡＤＲとの機関間連携の必要性と、そこに、例えば金融トラ

ブル連絡調整協議会のような機関がリーダーシップを発揮すべきことが示唆されているものと考え

ている。

　具体的に言えば、各機関の苦情・紛争処理体制の充足化に係る進捗状況のチェックや新しい提案・

課題等を検討するための定期的な協議会の開催等が考えられるのではないか。

［矢野委員（全国貸金業協会連合会）］

・ 今後は、年に１～２回開催することにより、業界団体と消費者団体、消費者行政機関の意見交換・

情報交換の場としての機能を果すべきである。

［加藤委員（全国銀行協会）］

機関間連携・協力体制が整備されて、実行された後新たに具体的な不備・要改善点が発生するものと

考えられる。このような新たな問題に対する対策および内容充実・向上を図るための機能を引き続き

果たすことが期待される。

［安藝委員（抵当証券業協会）］

　一般消費者教育のためのホームページの開設や学校での経済・金融教育推進の中核機能の役割が考
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えられると思います。

［川口委員（投資信託協会）］

　協会としては、これまでも、投資者と証券会社とのトラブルの解決に力を入れてきたが、今後、業

界外の機関との連携を図ることによりＡＤＲの機能を一層発揮していきたい。協議会には、そのため

の橋渡し的な役割を期待したい。

［井原委員（日本証券業協会）］

　本協議会は消費者団体／業界団体／官庁／学者／法律家と広い範囲にわたる委員の方々から構成

されている為、様々な議論を通じて相互理解を深めるという意味で、協議会が開催される意義は深い

と思います。

　但し各業界の扱っている商品の内容、規模が多種多様である点及び苦情の件数が多い商品先物取引

に関する自主規制団体である日本商品先物取引協会が参加していない点等から、統一的なルールを作

り、そうしたルールの順守を義務づける事や、横断的な裁判外紛争処理機関を設置する事は、実際に

は非常に難しいと考えます。

［藤原委員（日本商品投資販売業協会）］

　消費者は各ＡＤＲ機関の存在自体をあまり知られていないように思うことから、広報活動を強化す

べきであると考える。

［永澤委員（前払証票発行協会）］

　①苦情・紛争処理の標準化、②先進的取組みの紹介、③機関間連携の不具合の修正、④処理件数な

どの集計・発表を通じて、金融商品に関して投資家並びに市場の信頼性確保・向上への「横断的連携

の場」としての機能を果たすことが可能だと考えます。

　もう一歩踏み込んで、例えば新たに登場致しました不動産投資信託商品に関する苦情・紛争ついて

は、日本証券業協会、投資信託協会、不動産シンジケーション協議会等当該商品に関わりの深い機関

を集めて今後の対応策を検討するなど、「分野ごとの専門的・分科会的機関間連携」を働きかけるこ

とも出来るのではないでしょうか。

［石橋委員（不動産シンジケーション協議会）］

　問１の１、２の交流の企画、実際に行われる手続を具体的に説明するガイドブック

［大川委員（総合法律事務所あおぞら）］

　当協議会は今後、近々公表予定の苦情・紛争処理規則モデルのＰＲを行うと同時に、①の設置なら

びに運営のサポートを行いつつ②や③の課題に関する協議を行い、その進捗状況を消費者や金融業

界、行政機関等に広く知らしめるべきである。

　それにより取引の適正化ならびに苦情・紛争の簡易・迅速な解決がはかられ、金融市場や金融業界、

個別金融機関に関する消費者の信頼性を向上させることができる。

［高橋委員（生活経済ジャーナリスト）］


